
※ 経由申請時に提出した質問票について、回答欄の「はい」にチェックがある場合は、
経由申請後、住所地公安委員会から病気の症状等について聴取されます。

・統合失調症 ・脳卒中

・てんかん ・そううつ病

・再発性の失神 ・認知症

・無自覚性の低血糖症 ・アルコール依存症

・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 ・その他運転に支障のあるもの

● 新規の取得や更新申請等時は症状などを自己申告してください。

平成26年６月１日より「質問票」の提出が義務づけられたことから、免許申請
や更新申請の時には下記の質問事項について、必ず「はい」か「いいえ」にチェッ
クし、窓口へ提出していただきます。

※ 質問内容に虚偽の記載をして提出した場合は、罰則が適用
されることがあります。

この質問で「はい」にチェックされた人、あるいは自動車などの安全な運転に支障が

あると思われる人に対しては、職員が症状などについて具体的にお話を伺うことになり

ます。（医師が作成した診断書の提出をしていただく場合があります。）

～プライバシーの保護には十分配意いたします。～


